
新 旧 対 照 表

○ 改正後の要綱は、平成２７年４月１日から適用する。

改正後 現行

奈良県居宅介護職員初任者研修等事務取扱要綱細則 奈良県居宅介護従業者養成研修事業等指定事務取扱要綱細則

（趣旨） （趣旨）

第１条 この細則は、奈良県居宅介護職員初任者研修等事業等事務取扱 第１条 この細則は、奈良県居宅介護従業者養成研修等事業指定事務取
要綱（以下「指定要綱」という。）第18条の規定により、その研修事 扱要綱（以下「指定要綱」という。）第１７条の規定により、その研
業等の適切な実施についての留意事項を具体的に示したものであるの 修事業等の適切な実施についての留意事項を具体的に示したものであ
で、事業の実施等にあたっては、これを遵守するものとする。 るので、事業の実施等にあたっては、これを遵守するものとする。

（研修事業） （研修事業）
第２条 研修事業に係る留意事項は、次のとおりとする。 第２条 研修事業に係る留意事項は、次のとおりとする。
(1) カリキュラムは、原則として講義、演習、実習の順に組むことと (1) カリキュラムは、原則として講義、演習、実習の順に組むことと
し、それぞれが混在しないように実施しなければならない。 し、それぞれが混在しないように実施しなければならない。

(2) 講師の要件について、介護福祉士等養成校の教員とあるのは、学 (2) 講師の要件について、介護福祉士等養成校の教員とあるのは、学
校法人格を有する私立学校及び都道府県知事が認める専門学校等の 校法人格を有する私立学校及び都道府県知事が認める専門学校等
教員をいい、それ以外の各種学校等においては、その教員歴が３年 の教員をいい、それ以外の各種学校等においては、その教員歴が
以上あれば当該研修の講師要件を満たすものとする。 ３年以上あれば当該研修の講師要件を満たすものとする。

(3) 学則は、研修受講希望者に配布し、かつ十分に説明するようにし (3) 学則は、研修受講希望者に配布し、かつ十分に説明するようにし
なければならない。 なければならない。
(4) 削除 (4) 収支計画書における収支は、収入額が支出額を超えることがない

ようにし、雑費等については、その収入額の５％を上限とする。

（講義の方法） （講義の方法）
（削除） 第３条 講義の方法に係る留意事項は、次のとおりとする。

(1) 講師（内部、外部を問わない。）による講義等の実施を確認する
ため、研修講師実施確認報告書（第２０号様式）を研修修了後に
受領するものとし、これを適正に保管し、実績報告時には原本を
提出するものとする。

(2) 指定要綱第３条第６項第３号における「年間４講座以上」とは、
当該研修を実施する事業者が１年間のうちに実施する講座の回
数をいうものとする。

(3) 通信で講義を実施する場合は、次のとおり適切な在宅学習期間を
設定するとともに、面接指導を同期間内に均等に分けて実施しな
ければならない。なお、在宅学習期間内において研修受講生から
の質問等に対応できるよう、適切な指導体制を組まなければなら
ないものとする。
① １級課程 ２か月以上 面接指導 ４回以上
② ２級課程 １か月以上 面接指導 ２回以上
③ ３級課程 １５日以上 面接指導 １回以上

（講義を通信の方法で行う場合） (4) 通信で講義を実施する場合は、次のとおり受講者に通信添削課題
第３条 講義を通信の方法で行う場合は、在宅学習期間中における受講 を課すとともに、回答を分割して提出させなければならない。



生の質問等に対して、応対できる体制をとらなければならない。 ① １級課程 全１０５問以上 うち記述式課題は２１問以上 提
また、受講者が学習にあたって講義と同等の効果が得られるよう添削 出回数５回以上
指導及び面接指導を行うものとする。 ② ２級課程 全 ７５問以上 うち記述式課題は１７問以上 提

２ 添削指導にあたっては、次の各号に掲げる基準を満たすものとす 出回数３回以上
る。 ③ ３級課程 全 ３４問以上 うち記述式課題は ９問以上 提
(1) あらかじめ合格点を設定し、これに満たない場合は、再度課題 出回数２回以上
を課して、合格点に達するまで指導を徹底すること。 (5) 通信課程における面接指導の講師基準については、その内容に合っ

(2) 質問用紙を用意する等、受講生の疑問に対し、要件該当講師に た実務経験を有する者とし、経験年数等については、指定要綱別
よりすみやかに回答できるようにすること。 紙４に定める「講師の基準等について」に準ずるものとする。

３ 通信課程における面接指導の講師基準については、その内容に合っ
た実務経験を有する者とし、経験年数等については、指定要綱第５条
第３項に定める別紙１及び別紙３に準ずるものとする。

４ 実習は、講義科目の添削課題を修了し、演習が修了した受講者に対
し行うものとする。

（演習の方法） （演習の方法）
削除 第４条 演習の方法に係る留意事項は、次のとおりとする。

(1) 演習に必要な備品等について、その研修規模に応じた種類及び数
が十分確保されていることとし、その状況を演習使用備品一覧表
（第８号様式）により指定申請、報告及び届出のときに提出しな
ければならない。

(2) 講師の選定について、受講生２０人を超えて実施する場合におい
ては、助手を確保することとしているが、助手についても、指定
申請、報告及び届出のときに、講師と同様の手続きを行わなけれ
ばならない。

(3) 交通機関利用時の介助演習（実習として行うときを含む。）につ
いては、その安全性を確保するために、原則として受講生５人に
対して１名の助手をつけるものとする。なお、この要件を満たさ
ないときは、それに代わる安全対策方法を明確にしなければなら
ない。

（実習の方法） （実習の方法）
削除 第５条 実習の方法に係る留意事項は、次のとおりとする。

(1) 指定要綱第５条第１項第８号に定める施設については、実習先施
設種別一覧表（別紙６）に定める要件を満たす施設（ただし、開
設より１年以上を経過したものに限る。）とする。

(2) 特定の事業者における実習施設の独占を防止するため、施設をあ
らかじめ確保できるのは 受講定員の１．２倍を上限とする。

(3) 実習施設は、受講生の延べ人数をもとに確保しなければならない。

（募集、受講要件、教科の免除） （募集、受講要件、教科の免除）
第４条 募集方法等の留意事項は、次のとおりとする。 第６条 募集方法等の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 募集については、必ず奈良県の指定を受けた申請者名及び事業名 (1) 募集については、必ず奈良県の指定を受けた申請者名及び事業名
で行わなければならない。また、受講希望者に対し、不適切及び不 で行わなければならない。また、受講希望者に対し、不適切及び



明瞭な文言は使用してはならない。 不明瞭な文言は使用してはならない。
(2) 事業の指定前及び変更届提出前において受講者の募集は行っては (2) 事業の指定前及び変更届提出前において受講者の募集は行っては
ならない。 ならない。

(3) 教育訓練給付制度等を活用できる場合において、その制度につい (3) 教育訓練給付制度等を活用できる場合において、その制度につい
て誤解を与えるような表記又は説明を受講希望者に対して行っては て誤解を与えるような表記又は説明を受講希望者に対して行って
ならない。 はならない。

(4) 定員を超えて受講申込みがあった場合においては、その定員の１ (4) 定員を超えて受講申込みがあった場合においては、その定員の１
割を限度に定員を超えて開講しても差し支えない。しかし、実習先 えて開講しても差し支えない。しかし、実習先の確保等について
の確保等についての変更が必要な場合は、指定要綱に従い速やかに の変更が必要な場合は、指定要綱に従い速やかに変更届の提出を
変更届の提出を行わなければならない。 行わなければならない。

(5) 受講生募集に使用したパンフレット、チラシ、雑誌及び新聞等へ (5) 受講生募集に使用したパンフレット、チラシ、雑誌及び新聞等へ
記載した原稿等については、適正に保管し、奈良県から提出の依頼 記載した原稿等については、適正に保管し、奈良県から提出の依
があった場合は、速やかに提出しなければならない。 頼があった場合は、速やかに提出しなければならない。

２ 要綱第17条の規定により、研修課程を免除する者については、要
綱別紙２に定める区分に伴い、希望者から免除を希望する旨の申出書 ２ １級課程における受講要件の留意事項は、次のとおりとする。
と介護福祉士登録証、訪問介護員資格証、受講免除の根拠となる研修 (1) 指定要綱第２条第２項第１号①に定める「２級課程の修了後、原
の修了証の写しを提出させるものとする。 則として１年以上居宅介護従業者として活動した者」とは、２級

課程を修了してから１年以上居宅介護従業者として勤務し、かつ
居宅介護業務に従事した期間が１８０日以上ある者とする。
なお、登録で居宅介護業務に従事している者についても、登録期
間が１年以上あり、かつその期間内に介護業務に従事した期間が
１８０日以上あれば同じ取扱いとする。いずれの場合において
も、その職歴は通算できるものとする。

(2) １級課程の申し込みは、２級課程の修了証明書の写し及び実務経
験証明書（第２１号様式）を添付して行うものとする。（これら
の書類は、事業実績報告書の提出時に原本証明のうえ添付しなけ
ればならない。）

(3) 指定要綱第２条第２項第１号①に定める要件については、研修開
始時に満たしているものとする。従って、研修開始時にこの要件
を満たすと見込まれる者についても、受講申し込みを受け付ける
ことができるものとする。この場合、研修開始時までに遅滞なく
実務経験証明書（第２１号様式）を提出させなければならない。

３ 指定要綱第２条第２項第３号の規定により、研修科目及び研修時間
を免除する者については、指定要綱別紙３に定める区分に伴い、希
望者から免除を希望する旨の申出書と介護福祉士登録 証若しくは
１級課程、２級課程、３級課程、視覚課程、全身課程、知的課程又
は日常課程の修 了証明書の写しを提出するものとする。（これら
の書類は、事業実績報告書の提出時に原本証明のうえ提出を行わ
なければならない。）

（研修の実施） （研修の実施）
第５条 受講生の出席確認に係る留意事項は、次のとおりとする。 第７条 受講生の出席確認に係る留意事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者は、受講生の出席を確認するため、出席簿を備えつけると (1) 事業者は、受講生の出席を確認するため、出席簿を備えつけると
ともに、適正な方法により保管するものとする。（別紙５を参考に ともに、適正な方法により保管するものとする。（別紙７を参考



して作成すること。） にして作成してください。）
(2) 出席簿への記入は、原則として受講生本人が押印若しくはサイン (2) 出席簿への記入は、原則として受講生本人が押印若しくはサイン
で行うこととする。なお、これによることができない特別の事情が で行うこととする。なお、これによることができない特別の事情
ある場合には、奈良県と事前に協議するものとする。 がある場合には、奈良県と事前に協議するものとする。

２ 講師（内部、外部を問わない。）による講義等の実施を確認するた
め、研修講師実施確認報告書（第17号様式）を研修修了後に受領する
ものとし、これを適正に保管し、実績報告時には原本を提出するもの
とする。

３ 講義の実施に係る留意事項は、次のとおりとする。 ２ 講義の実施に係る留意事項は、次のとおりとする。
(1) 通学課程、通信課程の別にかかわらず、必ず開講式を実施し、研 (1) 通学課程、通信課程の別にかかわらず、必ず開講式を実施し、研
修のスケジュールや受講時の心構え及び学則の説明を行うものとす 修のスケジュールや受講時の心構え及び学則の説明を行うものと
る。 する。

(2) 通信課程にあっては、開講時に全ての通信添削課題の配布を行っ (2) 通信課程にあっては、開講時に全ての通信添削課題の配布を行っ
てはならない。また、在宅学習期間中の受講生からの質疑に応答で てはならない。また、在宅学習期間中の受講生からの質疑に応答
きる支援体制を整備し、質疑の方法について受講生に周知しなけれ できる支援体制を整備し、質疑の方法について受講生に周知しな
ばならない。なお、事業者は、受講生に対して、通信添削課題の提 ければならない。なお、事業者は、受講生に対して、通信添削課
出期限を遵守させるように努めなければならない。 題の提出期限を遵守させるように努めなければならない。

(3) 通信課程における通信添削課題（記述式）の添削については、講 (3) 通信課程における通信添削課題（記述式）の添削については、講
師が記述式問題を添削したことが確認できるように、通信添削課題 師が記述式問題を添削したことが確認できるように、通信添削課
に講師の押印またはサインを入れたうえで受講生に返送するものと 題に講師の押印またはサインを入れたうえで受講生に返送するも
する。また、通信添削課題を返送する際には、その課題の解説等を のとする。また、通信添削課題を返送する際には、その課題の解
添えるものとする。 説等を添えるものとする。

(4) 通信添削課題（記述式）について、事業者は、当該事業修了後２ (4) 通信添削課題（記述式）について、事業者は、当該事業修了後２
年間その写しを保管し、奈良県から提出の依頼があった場合、速や 年間その写しを保管し、奈良県から提出の依頼があった場合、速
かに提出しなければならない。 やかに提出しなければならない。

４ 演習の実施に係る留意事項は、次のとおりとする。 ３ 演習の実施に係る留意事項は、次のとおりとする。
(1) 演習の実施時に必要な演習室等の広さは、１人につき概ね１．６ (1) 演習の実施時に必要な演習室等の広さは、１人につき概ね１．６
５㎡以上とする。 ５㎡以上とする。

(2) 演習室等使用承諾書（第６号様式）は、その演習場所について持 (2) 演習室等使用承諾書（第７号様式）は、その演習場所について持
ち主との間で賃貸借契約等を締結している場合は、その契約書の写 ち主との間で賃貸借契約等を締結している場合は、その契約書の
し（原本証明を必要とする。）で代えることができる。 写し（原本証明を必要とする。）で代えることができる。

５ 実習の実施に係る留意事項は、次のとおりとする。 ４ 実習の実施に係る留意事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者は実習施設等に対し、適切な実習依頼を行うこととし、そ (1) 事業者は実習施設等に対し、適切な実習依頼を行うこととし、そ
の実施に関しては、実習施設との間で綿密な連携を図らなければな の実施に関しては、実習施設との間で綿密な連携を図らなければ
らない。 ならない。

(2) 実習に必要な知識や心構え、及び適切な服装等について、事前に (2) 実習に必要な知識や心構え、及び適切な服装等について、事前に
受講生に対し、十分なオリエンテーションを行わなければならな 受講生に対し、十分なオリエンテーションを行わなければならな
い。 い。

(3) 実習時における感染症の感染を予防するために、受講生には実習 (3) 実習時における感染症の感染を予防するために、受講生には実習
前の体調管理に十分に留意させたうえで、下痢や腹痛、咳、発熱等 前の体調管理に十分に留意させたうえで、下痢や腹痛、咳、発熱
の症状がある場合には確実に申し出をさせ、実習日を再調整しなけ 等の症状がある場合には確実に申し出をさせ、実習日を再調整し
ればならない。 なければならない。

(4) 実習時には手洗いを励行し、特に食事介助に際しては、手指の洗 (4) 実習時には手洗いを励行し、特に食事介助に際しては、手指の洗
浄消毒に留意するよう指導しなければならない。特に冬季のイン 浄消毒に留意するよう指導しなければならない。特に冬季のイン
フルエンザや夏季の腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７等の二次感染予 フルエンザや夏季の腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７等の二次感染予



防の重要性を受講生に十分周知しなければならない。 防の重要性を受講生に十分周知しなければならない。
(5) 実習の実施にあたっては、各受講生に実習ノート等を使用させ、 (5) 実習の実施にあたっては、各受講生に実習ノート等を使用させ、

実習実施内容の確認を行いながら、より適正な研修の実施に努め 実習実施内容の確認を行いながら、より適正な研修の実施に努め
るものとする。 るものとする。

(6) 事業者は、受講生の受講確認のため、実習用の出席簿等を作成す (6) 事業者は、受講生の受講確認のため、実習用の出席簿等を作成す
るなど、実習施設において、適切な出席管理が行われるようにす るなど、実習施設において、適切な出席管理が行われるようにす
るものとする。 るものとする。

(7) 指定要綱第５条第１項(8)に定める施設については、別紙４に定め (7) １級課程における「公的関係機関見学」の実施において、２時間
る要件を満たす施設（ただし、開設より１年以上を経過したもの限 以上の公的機関見学に加えて、当該機関の役割機能等の理解を深
る。）とする。 めるための講義・講演等と組み合わせて実施しても差し支えない。

(8) 特定の事業者における実習施設の独占を防止するため、施設をあ この場合、カリキュラムにその旨を記載し、その講師についても、
らかじめ確保できるのは受講定員の１．２倍を上限とする。 指定申請、報告及び届出のときに、他の講師と同様の手続きを行

わなければならない。
（補講） （補講）
第６条 補講は、奈良県に提出した研修カリキュラムに定める日時に受 第８条 補講は、奈良県に提出した研修カリキュラムに定める日時に受

講できない場合の代替措置をいうものとする。 講できない場合の代替措置をいうものとする。
(1) 通信課程において研修を実施する場合は、指定要綱第７条に規定 (1) 通信課程において研修を実施する場合は、指定要綱第７条に規定

する「当該課程研修時間数の概ね１割」を「当該課程研修時間数 する「当該課程研修時間 数の概ね１割」を「当該課程研修時
のうち、面接指導時間数及び演習、実習の教科時間数を合算した 間数のうち、面接指導時間数及び演習、実習、人権啓発に関する
時間数の概ね１割」と読み替えるものとする。ただし、面接指導 基礎知識の教科時間数を合算した時間数の概ね１割」と読み替え
についての補講は、実際の講義をもって行うことが望ましい。 るものとする。ただし、面接指導についての補講は、実際の講義

(2) 補講対象となった受講者については、他の奈良県知事指定の研修 をもって行うことが望ましい。
（同一課程の同教科）で補講を受けることが望ましい。 (2) 補講対象となった受講者については、他の奈良県知事指定の研修

(3) 講義については、当該教科担当講師へのレポート提出をもって出 （同一課程の同教科）で補講を受けることが望ましい。
席と見なすことができる。ただし、レポートは原稿用紙（４００字 (3) 講義（「人権啓発に関する基礎知識」を除く。）については、当
詰）３枚以上とする。なお、当該教科担当講師が評価（コメント） 該教科担当講師へのレポート提出をもって出席と見なすことがで
を記入し、そのうえで講師が確認の押印もしくはサインを行うもの きる。ただし、レポートは原稿用紙（４００字詰）３枚以上とす
とする。 る。なお、当該教科担当講師が評価（コメント）を記入し、その

(4) 演習、実習については、レポート等の提出による補講は認められ うえで講師が確認の押印もしくはサインを行うものとする。
ない。なお、当該教科を欠席した者については、当該欠席教科を改 (4) 演習、実習及び「人権啓発に関する基礎知識」については、レポー
めて受講することで補講修了とみなすことができる。 ト等の提出による補講は認められない。なお、当該教科を欠席し

た者については、当該欠席教科を改めて受講することで補講修了
とみなすことができる。

(5) 補講対象者に対し、ビデオや授業テープ等を視聴させるのみでは (5) 補講対象者に対し、ビデオや授業テープ等を視聴させるのみでは
補講として認められない。 補講として認められない。

(6) 他の奈良県知事指定の研修の受講により補講を受ける場合におい (6) 他の奈良県知事指定の研修の受講により補講を受ける場合におい
ては、いずれの補講の場合にも、原則として各課程の研修期間を超 ては、いずれの補講の場合にも、原則として各課程の研修期間（２
えないようにするとともに、補講依頼事業者は、補講終了後に補講 級課程であれば８か月以内）を超えないようにするとともに、補
受託事業者から補講証明書（第18号様式）を遅滞なく受領し、適切 講依頼事業者は、補講終了後に補講受託事業者から補講証明書（第
に保管しなければならない。（事業実績報告書の提出時に、原本証 ２２号様式）を遅滞なく受領し、適切に保管しなければならない。
明のうえ提出を行わなければならない。） （事業実績報告書の提出時に、原本証明のうえ提出を行わなけれ

ばならない。）
(7) 補講を次回開講講座において実施した場合は、その講座における (7) 補講を次回開講講座において実施した場合は、その講座における
出席簿等に、当該補講対象者の欄を作成するなど、受講状況を適正 出席簿等に、当該補講対象者の欄を作成するなど、受講状況を適正
に管理しなければならない。 に管理しなければならない。



(8) 事業者は、補講対象となった者が当該課程の修了期限を超えよう (8) 事業者は、補講対象となった者が当該課程の修了期限を超えよう
とする場合、若しくは補講限度時間数を超えようとする場合、研 とする場合、若しくは補講限度時間数を超えようとする場合、研
修を修了できなくなる旨を当該受講生に周知しなければならない。 修を修了できなくなる旨を当該受講生に周知しなければならない。

(9) 補講受講者に対する修了証明書等は、指定要綱第７条の定めに従 (9) 補講受講者に対する修了証明書等は、指定要綱第７条の定めに従
い、当該補講を含めた全日程終了後に発行するものとする。 い、当該補講を含めた全日程終了後に発行するものとする。

（変更の届出） （変更の届出）
第７条 変更の届出に係る留意事項は、次のとおりとする。 第９条 変更の届出に係る留意事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者の氏名及び住所（法人名称、主たる事務所）は、変更の (1) 事業者の氏名及び住所（法人名称、主たる事務所）は、変更の内

内容が新旧対比できる資料を別紙で添付して届け出るものとす 容が新旧対比できる資料を別紙で添付して届け出るものとする。
る。ただし、異なる人格間での指定の継承はできないものとし、 ただし、異なる人格間での指定の継承はできないものとし、この
この場合は、旧の事業を廃止し、新たに指定を受けなければなら 場合は、旧の事業を廃止し、新たに指定を受けなければならな
ない。 い。

（削除） (2) 研修事業の名称及び課程は、変更の内容が新旧対比できる資料を
別紙で添付して届け出るものとする。ただし、課程の変更を行う
ときは、旧の事業を廃止し、新たに指定を受けなければならな
い。

(2) 県内の主たる事務所の所在地及び研修実施場所は、変更の内容が (3) 県内の主たる事務所の所在地及び研修実施場所は、変更の内容が
新旧対比できる資料を別紙で添付して届け出るものとする。 新旧対比できる資料を別紙で添付して届け出るものとする。

(3) 募集期間、研修実施期間及び研修募集人員は、変更の内容が新旧 (4) 募集期間、研修実施期間及び研修募集人員は、変更の内容が新旧
対比できる資料を別紙で添付して届け出るものとする。 対比できる資料を別紙で添付して届け出るものとする。

(4) 実習に利用する施設の名称、所在地及び設置者氏名は、変更の内 (5) 実習に利用する施設の名称、所在地及び設置者氏名は、変更の内
容が新旧対比できる資料を別紙で添付して届け出るものとする。 容が新旧対比できる資料を別紙で添付して届け出るものとする。

(5) 学則等（研修終了の認定方法を明記する。）は、変更後の学則を (6) 学則等（研修終了の認定方法を明記する。）は、変更後の学則を
添付して届け出るものとする。なお、変更を行う条文について新旧 添付して届け出るものとする。なお、変更を行う条文について新
対象表を作成するなど変更内容が分かるようにするものとする。 旧対象表を作成するなど変更内容が分かるようにするものとす

る。
(6) 研修カリキュラムは、変更後の第２号様式を添付して届け出るも (7) 研修カリキュラムは、変更後の第２号様式を添付して届け出るも
のとする。ただし、科目順の入れ替え等の軽易なものは除く。 のとする。ただし、教科順の入れ替え等の軽易なものは除く。

(7) 講師履歴一覧表は、変更後の第３号様式を添付して届け出るもの (8) 講師履歴一覧表は、変更後の第３号様式を添付して届け出るもの
とする。なお、変更のあった講師、助手にアンダーラインを引くな とする。なお、変更のあった講師、助手にアンダーラインを引く
ど変更箇所が分かるように記載するものとする。 など変更箇所が分かるように記載するものとする。

(8) 実習施設利用計画書は、変更後の第４号様式を添付して届け出る (9) 実習施設利用計画書は、変更後の第４号様式を添付して届け出る
ものとする。なお、変更のあった実習施設にアンダーラインを引く ものとする。なお、変更のあった実習施設にアンダーラインを引
など変更箇所が分かるように記載するものとする。 くなど変更箇所が分かるように記載するものとする。

(9) 実習施設承諾書は、変更後の第５号様式を添付して届け出るもの (10) 実習施設承諾書は、変更後の第５号様式を添付して届け出るもの
とする。届出にあたっては、変更後の施設の設置者の承諾を受け とする。届出にあたっては、変更後の施設の設置者の承諾を受け
なければならない。 なければならない。

(11) 実習指導者履歴書は、変更後の第６号様式を添付して届け出るも
のとする。届出にあたっては、変更後の実習指導者の施設の設置
者又は施設長の証明を受けなければならない。

(10) 演習室等使用承諾書は、変更後の第６号様式を添付して届け出る (12) 演習室等使用承諾書は、変更後の第７号様式を添付して届け出る
ものとする。届出にあたっては、変更後の演習室の設置者の承諾を ものとする。届出にあたっては、変更後の演習室の設置者の承諾
受けなければならない。 を受けなければならない。

(13) 演習使用備品一覧表は、変更後の第８号様式を添付して届け出る



ものとする。なお、変更のあった備品にアンダーラインを引くな
ど変更箇所が分かるように記載するものとする。

(11) 交通機関利用演習施設承諾書は、変更後の第７号様式を添付して (14) 交通機関利用演習施設承諾書は、変更後の第９号様式を添付して
届け出るものとする。届出にあたっては、変更後の演習施設の設置 届け出るものとする。届出にあたっては、変更後の演習施設の設
者の承諾を受けなければならない。 置者の承諾を受けなければならない。

(12) 修了証明書の様式は、変更後の第８号様式を添付して届け出る (15) 修了証明書の様式は、変更後の様式を添付して届け出るものとす
ものとする。 る。

(13) 修了証明書（携帯用）の様式は、変更後の第９号様式を添付して (16) 修了証明書（携帯用）の様式は、変更後の様式を添付して届け出
届け出るものとする。 るものとする。

(14) 収支計画書（当該会計年度及び次年度の２か年分）は、変更後の (17) 収支計画書（当該会計年度及び次年度の２か年分）は、変更後の
計画書を添付して届け出るものとする。 計画書を添付して届け出るものとする。

(15) 資産の状況（予算書、決算書及び貸借対照表等）は、変更後の予 (18) 資産の状況（予算書、決算書及び貸借対照表等）は、変更後の予
算書等を添付して届け出るものとする。 算書等を添付して届け出 るものとする。

(16) 法人の定款、寄付行為その他の基本約款は、変更後の定款等を添 (19) 法人の定款、寄付行為その他の基本約款は、変更後の定款等を添
付して届け出るものとする。 付して届け出るものとする。

(17) 受講生募集に係る募集案内は、変更後の募集案内を添付して届け (20) 受講生募集に係る募集案内は、変更後の募集案内を添付して届け
出るものとする。 出るものとする。

(18) 研修使用テキストは、変更後のテキストを添付して届け出るもの (21) 研修使用テキストは、変更後のテキストを添付して届け出るもの
とする。 とする。

（実績報告書） （実績報告書）
第８条 実績報告書の提出に係る留意事項は、次のとおりとする。 第１０条 実績報告書の提出に係る留意事項は、次のとおりとする。
(1) 実績報告書の提出期限は、毎年度、事業終了後60日以内である (1) 実績報告書の提出期限は、毎年度、事業終了後６０日以内である
が、原則として研修終了後速やかに提出するものとする。ただし、 が、原則として研修終了後速やかに提出するものとする。ただし、
同一年度内に複数の講座を引き続いて実施したときなどは、２講 同一年度内に複数の講座を引き続いて実施したときなどは、２講
座以上を取りまとめて提出しても差し支えない。（ただし、年度 座以上を取りまとめて提出しても差し支えない。（ただし、年度
をまたがる２つの講座を１つにまとめることはできない。） をまたがる２つの講座を１つにまとめることはできない。）
（削除） (2) １級課程については、修了者の２級課程の修了証明書の写し及び

実務経験証明書（第２１号様式）をそれぞれ原本証明のうえ提出
しなければならない。

(2) 教科免除を行った者については、免除を希望する旨の申出書と (3) 教科免除を行った者については、免除を希望する旨の申出書の写
介護福祉士登録証、訪問介護員資格証、受講免除の根拠となる研 しと介護福祉士登録証若しくは１級課程、２級課程、３級課程、
修の修了証の写しを原本証明のうえ添付しなければならない。 視覚課程、全身課程、知的課程又は日常課程の修了証明書の写し

をそれぞれ原本証明のうえ添付するものとする。
(3) 補講を受講した者については、その補講方法及び受講状況が分か (4) 補講を受講した者については、その補講方法及び受講状況が分か

るように報告するとともに、必要に応じて添削講師確認済みのレ るように報告するとともに、必要に応じて添削講師確認済み
ポート等の写しを原本証明のうえ提出するものとする。また、他 のレポート等の写しを原本証明のうえ提出するものとする。
機関において当該補講対象教科を受講した者については、受講し また、他機関において当該補講対象教科を受講した者については、
た機関の証明する補講証明書（第18号様式）の写しを原本証明 受講した機関の証明 する補講証明書（第２２号様式）の写し

のうえ提出するものとする。 を原本証明のうえ提出するものとする。
（削除 ） (5) 修了者台帳（第１３号様式）については、可能な限り電子データ

（エクセル又はＣＳＶ）のフロッピーディスクを合わせて提出す
るものとする。

（雑則） （雑則）
第９条 その他の事項の取扱いは次のとおりとする。 第１１条 その他の事項の取扱いは次のとおりとする。



(1) 申請書類等の様式（サイズ）は、日本工業規格Ａ４版に統一する (1) 申請書類等の様式（サイズ）は、日本工業規格Ａ４版に統一する
ものとする。 ものとする。

(2) 指定申請書は、必ず申請者（事業者）が持参することとし、原則 (2) 指定申請書、実施計画書及び実績報告書等は、必ず申請者（事業
として、ＦＡＸ及び郵送等による事前審査及び提出は認めないも 者）が持参することとし、原則として、ＦＡＸ及び郵送等による
のとする。 事前審査及び提出は認めないものとする。

(3) 指定申請書を提出する場合並びに研修実施にかかる相談等がある (3) 指定申請書、実施計画書及び実績報告書等を提出する場合並びに
場合においては、事前に担当者のアポイントメントを取るものと 研修実施にかかる相談等がある場合においては、事前に担当者の
する。 アポイントメントを取るものとする。

(4) 指定要綱及び細則に記載のない事項について疑義のある場合は、 (4) 指定要綱及び細則に記載のない事項について疑義のある場合は、
事前に確認するとともに奈良県の指示に従うものとする。 事前に確認するとともに奈良県の指示に従うものとする。

附 則
附 則 この細則は、平成２１年１１月１日より適用する。

この細則は、平成２１年１１月１日より適用する。

附 則
この細則は、平成２７年４月１日より適用する。


